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■ 市⾧メッセージ

2021年4月28日

市⾧メッセージ【ゴールデンウィークを前に】（令和３年４月28日）

令和３年４月23日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国において３度目とな
る緊急事態宣言が東京都、京都府、大阪府、兵庫県に発令されました。
また、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県においては、まん
延防止等重点措置も実施されています。
これからゴールデンウィークを迎え、人の移動が活発化し、さらに人との接触機会が増
えることから、鹿児島県においては「感染防止徹底期間」が継続されております。
特に市民の皆様にお願いしたい点は以下のとおりです。

〇 緊急事態宣言の対象区域をはじめ、直近１週間の人口10万人当たりの新規感染者が
15人以上となる地域については、不要不急の往来は自粛してください。
〇 会食については、少人数、短時間で、感染防止対策を徹底している店をお選び、店
舗の取組みに協力してください。
〇 事業者の方におかれましては、業種別ガイドラインの遵守など、感染防止対策を徹
底してください。特に、飲食の場でのアクリル板等の設置又は座席間隔の確保、手指消
毒や体温計測、換気の徹底をお願いいたします。
〇 ゴールデンウィーク期間中のイベント等においては、マスクの着用や手指消毒、大
声を出さない、３密を避けるなど、基本的な感染防止策を徹底してください。

市民の皆様におかれましては、感染症拡大防止に向けて御協力いただていることに、心
から感謝申し上げます。
引き続き、強い危機感を持ちながら、国や県、市から発出される情報に注視して、慎重
な行動や判断をお願いいたします。

志布志市⾧ 下平 晴行

市⾧メッセージ【令和３年１月７日発令・国の緊急事態宣言を受けて】（令和３年１
月８日）

令和３年１月７日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国において緊急事態宣
言が発令されました。緊急事態措置の実施区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
の１都３県で、実施期間は令和３年１月８日から同年２月７日までとなっております。
また、同じく１月７日、隣県の宮崎県において、県独自の緊急事態宣言が発令されまし
た。実施期間は原則令和３年１月９日から同月22日までとなっております。いずれの宣
言におきましても、住民の皆様に対し不要不急の外出や移動の自粛を要請するなど、人
の流れを制限し、ひっ迫する医療体制や暮らしを守るための内容となっております。

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)関連情報

トップ

くらし・手続き

健康・子育て・教育

観光・イベント

産業・ビジネス

市政情報

各種申請書

志布志市議会

ごみ分別サイト

テーマから探す

 組織から探す 

背景色   白 青 黒
文字サイズ 小 標準 大

ふりがなをつける
よみあげる

Page 1 of 9市長メッセージ | 志布志市ポータルサイト

2021/04/30https://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2020042200044/


